
 
相続人になるのは誰？？

 

『法定相続人』に
ついて解説します



⼈が亡くなった時、
故⼈の財産を相続できる⼈は、
法律で定められています。

それを、『法定相続⼈』と⾔います。

不動産登記の際の具体例を
次のページ以降にご紹介
させていただきます
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例えば、、、

法定相続⼈は⺟、⻑⼥、⻑男

①⽗・⺟・⻑⼥・⻑男の家族

今回、⽗が他界した場合、
※⽗名義の不動産あり
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その前に、
⺟も既に他界している

②��⽗、⺟、⻑⼥、⻑男の家族

今回、⽗が他界。

この場合、
⻑⼥・⻑男が法定相続⼈。

※⽗名義の不動産
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名義変更が未了のうちに、
⺟もその後他界。

③��⽗、⺟、⻑⼥、⻑男の家族

今回、⽗が他界。

この場合、⺟・⻑⼥・⻑男が法定相続⼈。

※⺟が既に亡くなっていても、⽗が他界した時点で
 ⺟は存命なので、法定相続⼈になります。
 こういった相続⼈の中で亡くなっている⼈がいる場合は、
 お⼿続きする際に、より注意が必要です。（数次相続）

⽗名義の不動産あり
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④��⽗、⺟、⻑⼥、⻑男の家族

今回、⽗が他界。

この場合、
⻑⼥・⻑男が法定相続⼈。

※⽗名義の不動産

⽗⺟は⽗の他界前に離婚



⑤�⽗、⺟、⻑男、⻑⼥、次男の家族

今回、⻑男（死亡時独⾝）が他界

法定相続⼈は⽗・⺟

⽗・⺟存命

兄弟も存命

※⻑男名義の不動産あり

⼦供はいません
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⑥�⽗、⺟、⻑男、⻑⼥、次男の家族

この場合、
�兄の法定相続⼈は⻑⼥・次男

⽗・⺟は⻑男より前に他界

兄弟は存命

※⻑男名義の不動産あり

今回、⻑男（死亡時独⾝）が他界

⼦供はいません
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⑦�⽗、⺟、⻑男の家族

この場合の相続⼈は、⻑男の相続権を
引き継いだ⻑男の息⼦（孫）のみ

（代襲相続）

⽗・⻑男は⺟より先に他界

⺟が他界

⻑男には妻⼦あり

※⺟名義の不動産あり



�

⑧�⽗、⺟、⻑男の家族

この場合の相続⼈は、
⻑男の相続権を引き継いだ⻑男の妻と息⼦

⽗は⺟より先に他界

⺟が他界

⻑男には妻⼦あり

※⺟名義の不動産あり

⻑男は⺟より後に他界



ご⾃分の法定相続⼈は把握でき
ましたか？

法定相続⼈の調べ⽅については
システムの中でも詳しくご案内
させていただいておりますので、
ご利⽤開始後、ぜひそちらも
ご覧くださいませ。


